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広島大学附属福山中・高等学校 いじめ防止基本方針 

広島大学附属福山中・高等学校長 

 

１ いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針 

（基本理念） 

第 1 いじめは，いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えることのみならず，その生命又は身体

に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。よって，本校ではすべての生徒

がいじめを行わないこと，他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放

置することがないようにすることを旨として，いじめ防止等のための対策を行う。 

 

（いじめの禁止） 

第 2 生徒はいじめを行ってはならない。 

 

（学校及び教職員の責務） 

第 3 いじめが行われず，すべての生徒が安心して学校生活を送り，学習その他の活動

に取り組むことができるように，保護者，地域住民及びその他の関係者との連携を図

りながら，学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組むとともに，いじめが疑われ

る場合は，適切かつ迅速にこれに対処し，加えてその再発防止に努める。 

 

２ いじめ防止等のための対策の基本となる事項 

（基本施策） 

第 4 学校におけるいじめ防止のため，次の各号に掲げる施策を行う。 

(1) 学校の重点目標のひとつに「いじめ防止等への取組み」を掲げ，学校全体にいじ

めを許容しない雰囲気の形成及びいじめを生まない土壌をつくるために組織的に

取り組む。 

(2) 生徒の豊かな情操と道徳心を培い，心の通う人間関係を構築する能力の素地を養

うため，すべての教育活動を通じて行う道徳教育及び体験活動等の充実を図る。 

(3) 生徒がいじめ防止に資することとして自主的に行う生徒会活動への支援を行う。 

(4) いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発及びその他必要な措置と

して，リーフレット等の配布やいじめ防止講演会を実施する。 

 

（早期発見のための措置） 

第 5 いじめを早期に発見するため，次の各号に掲げる措置を行う。 

(1) いじめを早期に発見するため，生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。 
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① 生徒対象のアンケート調査           年３回（7月、12月、３月） 

② 保護者対象の調査               年３回（５月，７月、12月） 

③ 学級担任による生徒からの聞き取り調査 

年５回（４月，７月，９月，12月，３月） 

(2) 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体

制の整備を行う。 

① スクールカウンセラーの設置・活用 

② いじめ相談窓口の設置 

③ いじめ相談マニュアルの作成 

(3) いじめ防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し，いじめ

防止等に関する教職員の資質向上を図る。 

 

（インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策） 

第 6 生徒及び保護者が，発信された情報の高度の流通性，発信者の匿名性，その他の

インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて，インターネットを通じて

行われるいじめを防止し効果的に対処できるように，必要な啓発活動として情報モラ

ルに関する研修会等を行う。 

 

（いじめ防止等に関する措置） 

第 7 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，次の機能を担う「いじめ防止

対策委員会」を置く。 

(1) 構成員 

① 校長 

② 副校長 

③ 主幹 

④ 生徒指導部長(いじめ対策主任) 

⑤ 生徒指導係 

⑥ 学年主任 

⑦ 養護教諭 

(2) 活動内容 

① いじめ防止に関する取組みの計画立案，実施，検証及び改善に関すること 

② いじめの相談，通報の窓口に関すること 

③ いじめの早期発見に関すること 

④ いじめの事案への対応に関すること 

⑤ その他いじめの防止，発見及び対応等に関すること 

(3) 開催 
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   月１回を定例として開催し，いじめの事案の発生等において必要があると認めら

れるときは，校長の指示により開催する。 

 

（いじめに対する措置） 

第 8 いじめの事実があると思われるときは，次に掲げる措置を行う。 

(1) 生徒，保護者及びその他の関係者からいじめに係る相談を受けたとき，もしくは

生徒がいじめを受けていると思われるときは，速やかに，いじめの有無の確認を行

う。 

(2) いじめがあったことが確認された場合は，いじめをやめさせるとともにその再発

を防止するため，複数の教職員が協力して，いじめを受けた生徒及び保護者に対す

る支援を行う。また，いじめを行った生徒への指導及びその保護者への助言を継続

的に行う。 

(3) いじめを受けた生徒やその他の生徒が安心して教育を受けられるようにするた

めに必要があると認めるときは，保護者と連携を図りながら，いじめを行った生徒

を別室等で学習を行わせるなどの措置を講ずる。 

(4) いじめの関係者間で争いが起きることがないよう，いじめの事案に係る情報を関

係する保護者と共有するための措置及びその他必要な措置を講ずる。 

(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは，広島大学

及び所轄警察署と連携して対処する。なお，生徒の生命，身体又は財産に重大な被

害が生じるおそれがあるときは，直ちに所轄警察署に通報する。 

 

（重大事態への対処） 

第 9 いじめにより生徒の生命，身体及び財産に重大な被害が生じる疑いがあると認め

たとき，又はいじめにより生徒が相当の期間，学校を欠席することを余儀なくされる

疑いがあると認めたときは，次の対処を行う。 

(1) 重大事態が発生したときは，速やかに，理事（教育担当）に報告する。 

(2) 理事（教育担当）の指示により，当該事案の調査を行うための組織を設置し，事

実関係を明確にするための調査を行う。 

(3) 調査により明らかになった事実関係その他の必要な情報については，いじめを受

けた生徒及びその保護者に対し，適時・適切な方法で説明する。 

(4) 調査結果については，理事（教育担当）に報告する。 

 

（学校評価における事項） 

第 10 いじめの事実を隠蔽せず，いじめの実態の把握及びいじめに対する措置を適切

に行うため，次の事項を学校評価の項目に加える。 

(1) いじめの早期発見に関する取組みに関すること。 
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(2) いじめの再発を防止するための取組みに関すること。 

 

 


